
登
録
養
成
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

登
録
年
月
日

山
形
大
学
農
学
部
食
料
生
命
環
境
学
科
食
品
・
応
用
生
命
科
学
コ
ー
ス
「
食

品
衛
生
管
理
者
等
任
用
資
格
コ
ー
ス
」

平
成
二
十
二
年
三
月
五
日

山
形
県
鶴
岡
市
若
葉
町
一
番
二
十
三
号

山
形
大
学
農
学
部
食
料
生
命
環
境
学
科
植
物
機
能
開
発
学
コ
ー
ス
「
食
品
衛

生
管
理
者
等
任
用
資
格
コ
ー
ス
」

山
形
県
鶴
岡
市
若
葉
町
一
番
二
十
三
号

盛
岡
大
学
栄
養
科
学
部
栄
養
科
学
科

平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日

岩
手
県
岩
手
郡
滝
沢
村
滝
沢
字
砂
込
八
百
八
番
地

北
里
大
学
海
洋
生
命
科
学
部
海
洋
生
命
科
学
科
（
食
品
衛
生
管
理
者
等
養
成

課
程
）

岩
手
県
大
船
渡
市
三
陸
町
越
喜
来
字
烏
頭
百
六
十
番
四
号

近
畿
大
学
生
物
理
工
学
部
食
品
安
全
工
学
科
食
品
衛
生
課
程

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日

和
歌
山
県
紀
の
川
市
西
三
谷
九
百
三
十

中
部
大
学
応
用
生
物
学
部
食
品
栄
養
科
学
科
管
理
栄
養
科
学
専
攻
食
品
衛
生

コ
ー
ス

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
九
日

愛
知
県
春
日
井
市
松
本
町
千
二
百

変
更
後
の
事
業
所
の
所
在
地

変
更
前
の
事
業
所
の
所
在
地

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
橋
本
台
三
丁
目
七
番
十
一

号

神
奈
川
県
相
模
原
市
橋
本
台
三
丁
目
七
番
十
一
号

登
録
検
査
機
関
の
名
称

廃
止
す
る
製
品
検
査
の
業
務

廃
止
の
日

財
団
法
人
群
馬
県
健
康
づ
く
り
財

団

食
品
衛
生
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
製
品
検
査
の

う
ち
理
化
学
的
検
査
の
業
務

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

変
更
後
の
登
録
検
査
機
関
の
名
称

変
更
前
の
登
録
検
査
機
関
の
名
称

一
般
社
団
法
人
全
日
検

社
団
法
人
全
日
本
検
数
協
会

登
録
検
査
機
関
の
名
称

廃
止
す
る
製
品
検
査
の
業
務

廃
止
の
日

財
団
法
人
東
京
都
予
防
医
学
協
会

食
品
衛
生
法
第
二
十
六
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
製
品
検
査
の

う
ち
細
菌
学
的
検
査
の
業
務

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

表
と
う
も
ろ
こ
し
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

あ
ま

カ
ナ
ダ

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
の
_

中
「
並
び
に
ミ
ネ
オ
ラ
」
を
「
、
ミ
ネ
オ
ラ
並
び
に
グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
」
に
改
め
る
。

六
の
^

の
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ウ

グ
レ
ー
プ
フ
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
の
い
ず
れ
か
と

な
っ
た
後
引
き
続
き
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
そ
の
温
度
以
下
で
消
毒
す
る
こ
と
。

生
果
実
の
中
心
部
の
温
度

期

間

摂
氏
二
・
〇
度

十
八
日
間

摂
氏
三
・
〇
度

二
十
日
間

平成™™年�月›日 金曜日 第œš™�号官 報

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
六
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
第
九

項
に
規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
で
あ
る
社
団
法
人
全
日
本
検
数
協
会
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
を
も
っ
て

そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す

る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
七
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
第
九
項
に
規

定
す
る
登
録
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
製
品
検
査
の
業
務
の
廃
止
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
第

四
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
六
十
三
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号
（
飼
料
の
安
全
性
の
確
保

及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
飼
料
又
は
飼
料
添

加
物
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

〇
農
林
水
産
省
告
示
第
八
百
六
十
四
号

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
七
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成

十
七
年
一
月
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
七
十
号
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
産
カ
ン
キ
ツ
属
植
物
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
三
号

食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
十
四
条
（
同
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
り
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
六
項

第
三
号
及
び
同
令
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
養
成
施
設
（
以
下
「
登
録
養

成
施
設
」
と
い
う
。）と
し
て
、
次
の
と
お
り
登
録
し
た
の
で
、
同
令
第
二
十
条
第
一
号
（
同
令
第
九
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
第
九

項
に
規
定
す
る
登
録
検
査
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
畜
産
生
物
科
学
安
全
研
究
所
が
製
品
検
査
を
行
う
事
業
所
と
し
て
設

置
し
た
財
団
法
人
畜
産
生
物
科
学
安
全
研
究
所
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
そ
の
所
在
地
を
次
の

と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
五
号

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
第
九
項
に
規

定
す
る
登
録
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
製
品
検
査
の
業
務
の
一
部
廃
止
を
許
可
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
五

条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日

厚
生
労
働
大
臣

長
妻

昭
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